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令和6年度からは、別に森林環境税（国税）として、1,000円が課税されます。
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　事業主（給与支払者）が所得税の源泉徴収と同じように、従業員（納税義務者）に代わり、毎月従業員に
支払う給与から個人住民税（市町村民税と県民税）を引き去り（給与天引きし）、納入していただく制度です。 
　法人・個人を問わず、事業主は特別徴収義務者として、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収し
ていただく義務があります。（地方税法第321条の４） 
　従業員には、家族、短期雇用者、アルバイト、パート、役員等すべて含みます。

個人住民税の特別徴収は電子申告・電子納税（eLTAX）をご利用ください。
利用の手続や詳しい内容はeLTAXのホームページをご覧ください。
ホームページアドレス　https://www.eltax.lta.go.jp/

●基本的な手続　平成21年度税制改正において、住宅ローン減税制度について、所得税から
控除しきれなかった額を個人住民税で税額控除することとされました。

　平成21年から令和12年12月31日までの間に居住し、所得税の住宅ローン

減税制度（住宅借入金等特別控除）を受けた方で、所得税において控除しき

れなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除

が適用されます。
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従業員の給与支払報告書の訂正、所得額や控除の内容の調査結果により、すでに通知した月々の
特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」が送付されますので、その通
知に従って特別徴収する税額を変更してください。

①　税額の変更通知

退職や休職または転勤等により従業員に異動があった場合は、その事由が発生した日の翌月10日
までに事業主が、従業員の方がお住まいの市町村に「異動届」を提出する必要があります。

②　異動届などの提出

特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収に切り替えることとなり、従業員から直接納付
していただきます。従業員から特別徴収の方法で徴収されたい旨の申し出があった場合は、未徴
収税額を給与や退職金等から、一括して特別徴収していただきます。

６月１日から12月31日までに退職等をした場合

元の勤務先から５月31日までに支給される給与、退職金等が残りの税額を超える場合には、従業
員の申し出がなくても５月31日までの間に支払いをする給与や退職金等から、一括して特別徴収
により納入していただく必要があります。（地方税法321条の５第２項）

１月１日から４月30日までに退職等をした場合

③　退職・休職者の徴収方法

退職所得に対する個人住民税については、退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算し、
退職手当等の支払金額からその個人住民税額を差し引いて納入することとされています。納入す
べき市町村は、退職手当の支払いを受けるべき日（通常は退職日）の属する年の１月１日現在に
おける住所が所在する市町村です。

④　退職所得が支払われる場合の個人住民税の特別徴収について

原則として、特別徴収は年間12回毎月納入していただくことになっています。給与の支払いを受
ける従業員が常時10人未満の事業主に限り、従業員がお住まいの市町村に申請書を提出し承認を
受けた場合には、特別徴収額のうち、６月分から11月分を12月10日まで、12月分から５月分
を６月10日までの年２回に分けて納入できる「納期の特例」をご利用いただけます。

⑤　納期の特例（年２回納入）

●その他の手続
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1,000

法人税額に次の税率をかけた金額です。（２以上の都道府県に事務所等がある場合は、従業者数
によって関係都道府県ごとに法人税額をあん分した額に税率をかけた金額になります。）

一般社団法人及び一般財団法人

（年額）

1,000

少額公債非課税制度（特別マル優）

・
・

国債、地方債

■均等割 

■法人税割

・
・
・
・
・

・
・
・

■確定申告　事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内
■中間申告　事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
■均等割のみを課される公共法人、公益法人等の申告　4月30日

個人の所得金額に関する指標に基づき、各都道府県間で清算されます。
そして、清算後の金額の５分の３相当額が、一定の基準により

とした 制度

*平成28年1月1日以降に支払を受けるべき国債、地方債等の特定公社債等の利子等については、利子割の課税対象から除外され、
  配当割の課税対象となっています。
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基金の運営にあたっては
画

4

見られるようになり、

水源のかん養、土砂災害の防止、木材の供給など、私たちの生活に欠かせない
重要な役割を果たしています。
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又は事業所 設けて

額 金額 です。金等の額

＊ 令和７年４月１日以後に開始する事業年度から外形標準課税の対象法人が拡大しています。詳細については、
　 次頁及び高知県税務課ホームページをご覧ください。
・ 特定卸供給事業の税率は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。

各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額をいい、地方税法等で特別の定めをしている場合を除き、 
法人税の計算の例によって行います。

（参考）平成22年９月30日までに解散した法人の清算所得に対する課税

■所得とは

・
・
・

＊

＊

＊
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１. 資本金の額又は出資金の額が１億円超の普通法人
２.【令和７年４月１日以後開始事業年度から適用】前事業年度に外形標準課税の対象であった法人で、当事業年度に資本金１億
　円以下で、資本金と資本剰余金の合計額（以下「払込資本の額」という）が10億円超の法人（経過措置あり）
３.【令和８年４月１日以後開始事業年度から適用】払込資本の額が50億円超の法人等（特定法人）の100％子法人等のうち、資本
　金１億円以下で、払込資本の額が２億円超の法人

　平成31年度税制改正により、令和元年10月１日以後に開始する事業年度から、地方間の税源偏在を是正するために、
特別法人事業税が創設されました。特別法人事業税は国税ですが、法人事業税と併せて都道府県への申告が必要となり
ます。
　また、地方法人特別税については、令和元年９月30日以前に開始する事業年度をもって廃止されました。
　なお、廃止後であっても令和元年９月30日までに開始する事業年度の申告等については、地方法人特別税に関する規
定はなお効力を有することとされていますので、ご注意ください。

特別法人事業税・地方法人特別税について

　課税標準を付加価値額とする「付加価値割」、資本金等の額とする「資本割」があり、法人の事業活動の規模を外的に示す基
準によって法人事業税を課すことから「外形標準課税」と呼ばれます。

2以上の都道府県に事務所等を有する法人は、法人事業税の課税標準の総額を下記の分割基準に基づいて、関係都道府県ご
とにあん分した額により法人事業税額を算定し、申告納付することとされています。

■付加価値割・資本割の仕組み

①付加価値割額＝付加価値額×税率

②資本割額＝資本金等の額×税率

■対象法人

外形標準課税の概要

■確定申告　事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内
■中間申告　事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

分割基準

付加価値額 単年度損益収　益　配　分　額
（報酬給与額 ＋ 純支払利子 ＋ 純支払賃借料）

単年度損益に欠損金が生じた場合には収益配分額から控除

一般送配電事業、送
電事業、配電事業、
特定配送事業

発電事業、特定卸供
給事業

※発電所又は蓄電用の施設に接続する電線路を有しない場合は、事業所等の固定資産の価額

又は蓄電用の施設

※事業所等の固定資産で発電所又は蓄電用の施設の用に供するものを有しない場合は、
　事業所等の固定資産の価額

、

、

等

又は蓄電用の施設

■特別法人事業税
　令和元年10月1日以後に開始する事業年度

■地方法人特別税
　平成20年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度に係る法人事業税及び平成20年10月1日から平成22年
　9月30日までの解散等（合併による解散を除く）による清算所得に対する法人事業税に併せて適用されます。

市町村への交付
納められた法人事業税額の7.7％は、従業者数の割合に応じて市町村に交付されます。



１. 資本金の額又は出資金の額が１億円超の普通法人
２.【令和７年４月１日以後開始事業年度から適用】前事業年度に外形標準課税の対象であった法人で、当事業年度に資本金１億
　円以下で、資本金と資本剰余金の合計額（以下「払込資本の額」という）が10億円超の法人（経過措置あり）
３.【令和８年４月１日以後開始事業年度から適用】払込資本の額が50億円超の法人等（特定法人）の100％子法人等のうち、資本
　金１億円以下で、払込資本の額が２億円超の法人

　平成31年度税制改正により、令和元年10月１日以後に開始する事業年度から、地方間の税源偏在を是正するために、
特別法人事業税が創設されました。特別法人事業税は国税ですが、法人事業税と併せて都道府県への申告が必要となり
ます。
　また、地方法人特別税については、令和元年９月30日以前に開始する事業年度をもって廃止されました。
　なお、廃止後であっても令和元年９月30日までに開始する事業年度の申告等については、地方法人特別税に関する規
定はなお効力を有することとされていますので、ご注意ください。

特別法人事業税・地方法人特別税について

　課税標準を付加価値額とする「付加価値割」、資本金等の額とする「資本割」があり、法人の事業活動の規模を外的に示す基
準によって法人事業税を課すことから「外形標準課税」と呼ばれます。

2以上の都道府県に事務所等を有する法人は、法人事業税の課税標準の総額を下記の分割基準に基づいて、関係都道府県ご
とにあん分した額により法人事業税額を算定し、申告納付することとされています。

■付加価値割・資本割の仕組み

①付加価値割額＝付加価値額×税率

②資本割額＝資本金等の額×税率

■対象法人

外形標準課税の概要

■確定申告　事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内
■中間申告　事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

分割基準

付加価値額 単年度損益収　益　配　分　額
（報酬給与額 ＋ 純支払利子 ＋ 純支払賃借料）

単年度損益に欠損金が生じた場合には収益配分額から控除

一般送配電事業、送
電事業、配電事業、
特定配送事業

発電事業、特定卸供
給事業

※発電所又は蓄電用の施設に接続する電線路を有しない場合は、事業所等の固定資産の価額

又は蓄電用の施設

※事業所等の固定資産で発電所又は蓄電用の施設の用に供するものを有しない場合は、
　事業所等の固定資産の価額

、

、

等

又は蓄電用の施設

■特別法人事業税
　令和元年10月1日以後に開始する事業年度

■地方法人特別税
　平成20年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度に係る法人事業税及び平成20年10月1日から平成22年
　9月30日までの解散等（合併による解散を除く）による清算所得に対する法人事業税に併せて適用されます。

市町村への交付
納められた法人事業税額の7.7％は、従業者数の割合に応じて市町村に交付されます。
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ご覧ください。

区分
税率

標準税率

2.2％
（消費税額の22/78）

1.76％
(消費税額の22/78）

軽減税率

地 方 消 費 税

消 費 税
参
考

7.8％

10％

6.24％

8％合　　計

•インボイス制度
 特設サイト(国税庁)

•お問い合わせが多い
 ご質問など（国税庁）

•相談窓口
 一覧表（国税庁）

　複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」（いわゆ
る「インボイス制度」）が導入されました。
　適格請求書（インボイス）を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事
業者」になるためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
　詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

インボイス制度  

国内取引（譲渡割）･･･物品の販売や貸し付け、サービスの提供を行った事業者     
輸入取引（貨物割）･･･輸入貨物を保税地域（外国貨物を一時保管等できる特定の場所）から引き取る人

※地方消費税は、事業者が販売する物品やサービスの価格に転嫁されて、最終的に消費者が負担します。

国から県に払い込まれた地方消費税は、消費に関する指標に基づき、各都道府県間で清算されます。そして、
清算後の金額の２分の１相当額が、人口比率などにより県内の市町村に交付されます。 

※軽減税率の対象となるのは、酒類及び外食等を除く飲食料品並びに週２回以上発行される定期購読の新聞です。
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40
令和8年11月に

9

または増改築の場合

取得から6カ月以内に、耐震改修を行い完了後に取得者本人が自己の居住の用に供したものであること

※令和8年3月31日までの取得分については、住宅の延床面積が50㎡（貸家である共同住宅については40㎡）以上240㎡以下のもの。

令和13年3月31日までに取得した場合は3年）

（共同住宅について
は、1区画ごと）

令和13年3月31までの取得に限り1戸につき最高
1,300万円が控除されます。）

新築された時期に応じ、家屋の評価額から次の
額が控除されます。

控除なし
最高100万円
最高150万円
最高230万円
最高350万円

60 0 最高420万円
平成元 3 160 最高450万円

平成元 4 9平成 13 最高1,000万円
平成 9 4 最高1,200万円

新築された時期に応じ、税額から次の額が減額
されます。

最高 3 万円
減額なし

最高 4万５千円
最高 6万9千円
最高10万5千円

56 12 1 最高12万6千円

（※）

（※）

（※）

令和8年5
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特定販売業者（輸入業者）

資格確認書
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特定販売業者（輸入業者）

資格確認書



5 31

自動車税環境性能割（県税）
軽自動車税環境性能割（市町村税）
令和８年３月31日廃止

自動車税種別割（県税）
軽自動車税種別割（市町村税）
令和８年３月31日廃止

自動車税（県税）
軽自動車税（市町村税）

令和８年４月１日～名称変更

申告

申告

申告

5月31日が土曜日又は日曜日にあたるときは、その翌日

（電気自動車を含む）

（電気自動車を含む）

詳しくは40ページをご覧ください。
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の税率
の税率

8
27

8
25

87
7

8

ガソリン乗用車（営業用に限る）　又は　石油ガス乗用車（営業用に限る）
★★★★※かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和２年度燃費基準達成
・ディーゼル乗用車（営業用に限る）
平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準適合かつ令和12年度燃費
基準90%達成かつ令和２年度燃費基準達成

※★★★★は平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のこと。
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の作成及び電子納税ができます。

・電子納税
5 4月 の納付方法が拡大し、ダイレクト納付やペイジー

での納付に加え、クレジットカード納付も行うことができるようになりました。

・申請・届出及び納税

・ 県たばこ税の申告・申請・届出及び納税※
・ ゴルフ場利用税の申告・申請・届出及び納税※
・ 軽油取引税の申告・申請・届出及び納税※
・ 個人事業税の申請・届出及び納税※
・ 不動産取得税の申請・届出及び納税※
・ 自動車税の申請・届出及び納税※
・ 鉱区税の申請・届出及び納税※
・ 税目共通手続（更正の請求等）※
　※ eLTAX対応ソフトウェア「PC desk Next」で電子申告・申請が可能です。

電子
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3

2

3

令和８年９月に「eLお支払サイト」に名称変更予定です。

（※１）

4

41

また、納付の支払完了画面は車検用の納税証明書として利用できません。

等

4 アプリによっては決済手数料がかかる場合があります。詳しくは各事業者へお問
い合わせください。

等等

等

①eLマーク
地方税お支払サイトまたはeL-QR対応
スマートフォンアプリで納税できる目印
です。

②eL番号
地方税お支払サイトにて、eL-QRを読み
取る環境がない場合でも「eL番号でお
支払い」画面から直接入力することで納
税できます。

③eL-QR
地方税お支払サイトまたはeL-QR対応
スマートフォンアプリ等で読み取ること
で納税できます。
また、全国のeL-QR対応金融機関窓口
においても納税できます。

SAMPLE

SAM
PLE

（令和8年9月に「eLお支払サイト」に名称変更予定）
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8

また、令和６年1月1日以後に申告書の提出期限が到来するものについては、前年度及び前々年度に不申告加算
金又は、不申告加算金に代えて課される重加算金を決定すべきと認められる場合は納める税額の10％が加算さ
れます。

また、令和６年1月1日以後に申告書の提出期限が到来するものについては、納めるべき税額が300万円を超える
ときは、その超える分の税額の15％が加算されます。

なお、

2.8 9.1

1
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使用内容を証明する書類又は確認ができる書類

日

止 止
著しい

一



使用内容を証明する書類又は確認ができる書類

日

止 止
著しい

一



個人番号カードのみ
で確認できます

通知カード

住民票の写し・住民票記載事項
証明書（個人番号記載）

又は

写真付きの本人確認書類

運転免許証、パスポート、身体障害者手帳
などのうち

うら面 おもて面

１点

写真付きの本人確認書類がない場合

資格確認書、介護保険証、年金手帳
などのうち

２点

身元（実在）の確認個人番号の確認

資格確認書

口座振替

35

について
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安芸市矢ノ丸出張所

国道55

高知市役所

県庁本庁舎

0880-35-5972

高知東警察署

高知東警察署

県庁

国
道
56

-5974（自動車税担当）



安芸市矢ノ丸出張所

国道55

高知市役所

県庁本庁舎

0880-35-5972

高知東警察署

高知東警察署

県庁

国
道
56

-5974（自動車税担当）



安芸税務署
〒784-0001　安芸市矢ノ丸4-5-7
0887-35-3115（自動音声案内）

担当区域
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室戸市
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高岡郡
（日高村
除く）

南国税務署
〒783-0004　南国市大埇甲1592-2
088-863-3215（自動音声案内）

中村税務署
〒787-0022　四万十市中村新町4-4
0880-35-2135（自動音声案内）

高知税務署
〒780-0061　高知市栄田町2-2-10
　　　　　　　 高知よさこい咲都（さいと）合同庁舎内
088-822-1123（自動音声案内）

須崎税務署
〒785-0004　須崎市青木町1-4
　　　　　　　 須崎第2地方合同庁舎内
0889-42-2355（自動音声案内）

伊野税務署
〒781-2103　吾川郡いの町幸町5
088-893-1121（自動音声案内）
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安芸税務署
〒784-0001　安芸市矢ノ丸4-5-7
0887-35-3115（自動音声案内）

担当区域
南国市
香南市
香美市
長岡郡
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安芸郡
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吾川郡
日高村
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高知市
土佐郡

担当区域
宿毛市
土佐清水市
四万十市
幡多郡

担当区城
須崎市
高岡郡
（日高村
除く）

南国税務署
〒783-0004　南国市大埇甲1592-2
088-863-3215（自動音声案内）

中村税務署
〒787-0022　四万十市中村新町4-4
0880-35-2135（自動音声案内）

高知税務署
〒780-0061　高知市栄田町2-2-10
　　　　　　　 高知よさこい咲都（さいと）合同庁舎内
088-822-1123（自動音声案内）

須崎税務署
〒785-0004　須崎市青木町1-4
　　　　　　　 須崎第2地方合同庁舎内
0889-42-2355（自動音声案内）

伊野税務署
〒781-2103　吾川郡いの町幸町5
088-893-1121（自動音声案内）
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